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≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中における記述に用いる用語の使い方は、次のとおりとする。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

  

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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1 本追報について 

 

 平成 24 年 10 月 31 日に石川県金沢市で発生したエレベーターの戸開走行事故

については、シンドラー社製の同型の巻上機を有するエレベーターにおいて 2 度

目の戸開走行による死亡事故であり、有効な対策を早急に講じていく必要がある

ことから、公表時点で判明した事実関係をもとに「石川県内エレベーター戸開走

行事故調査中間報告書」（以下「中間報告書」という。）として取りまとめ、平成

25 年 2 月に公表したところである。 

本追報は、その後の調査により判明した事実を踏まえ、中間報告書に追加する

内容をとりまとめたものである。 

 

2 事実情報 

 

事故発生時の状況について、中間報告書の公表以降に実施した関係機関から

の聞き取り及び事故機のブレーキ部品の状態確認等から、以下の情報が得られ

た。 

 
2.1 事故機の状況に関する情報 

2.1.1 ブレーキスプリングの状態について 

＜中間報告書 2.6（3）に記載された情報＞ 

・平成 24 年 2 月の定期検査の際に、定期検査項目ではないが、シンドラー

社により計測されたブレーキスプリング（以下「スプリング」という。）

の設定寸法は、65mm と記録されていた。また、平成 23 年 3 月の定期検査

においても 65mm と記録されていた。 

＜追加で得られた情報＞ 

・事故後に測定されたスプリングの設定寸法は、左側 66.83mm、右側 65.47mm

であった。 

 

2.1.2 ブレーキの引きずりの再現について 

＜中間報告書 2.6（4）に記載された情報＞ 

・ブレーキスプリングの設定寸法が 65mm の状態で、往復させる実験を行っ

たところ、ブレーキを引きずる現象が確認されるケースがあった。 

＜追加で得られた情報＞ 

・スプリングの設定寸法が左右平均 65.095mm 以下の状態で、往復させる実



2 

 

験を行ったところ、ブレーキを引きずる現象が確認されるケースがあった。 

・スプリングの設定寸法が左右平均 65.095mm より大きい状態で、実験を行

ったところ、ブレーキを引きずる現象は確認されなかった。 

 

2.1.3 ブレーキソレノイドの推力について 

＜追加で得られた情報＞ 

・巻上機から取り外した状態で、ブレーキソレノイド（以下「ソレノイド」

という。）のブレーキプランジャー（以下「プランジャー」という。）の推

力の測定を実施したところ、新品のソレノイド及び他現場から回収した同

型機のソレノイドと比較して、事故機のソレノイドのプランジャーの推力

は約 20%小さかった。 

 

2.1.4 ブレーキソレノイドの状態について 

＜追加で得られた情報＞ 

・事故機のソレノイドを分解した際、プランジャー、ブレーキコイル（以下

「コイル」という。）内周面の一部及びヨークのブッシュ内周面に摺動痕

が確認された（写真 1～5）。 

・他現場から回収したソレノイドからは摺動痕は確認されなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

摺動痕 摺動痕 

摺動痕 
（コイルに収まる部分） 

摺動痕 
（ヨークに収まる部分） 

写真 1 ブレーキコイル 写真 2 ヨーク 

写真 3 ブレーキプランジャー 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 分析 

 

3.1 事故機のプランジャーの推力とブレーキスプリングの関係について 

（1）プランジャーの推力とばね力の関係について 

＜中間報告書 3.1（1）、（2）に記載された分析＞ 

プランジャーの推力は、エレベーターの稼働率や気温の影響でコイル

が高温になり図 1 中のコイル電流 100%（計算値）とコイル電流 70%の間

で変化する。 
（注）電流 70%におけるプランジャーの推力（以下「最低推力」という。）は設計上

の最低推力であり、コイル電流 100%におけるプランジャーの推力は、最低
推力を元に電流の比率から計算される推力）である。 

 

ブレーキスプリングの設定寸法が 65mm の場合、プランジャー位置で

のばね力は、プランジャーの設計上の最低推力を上回っていた。 

＜追加で得られた情報からの分析＞ 

2.1.1 から得られた情報を元に、スプリングの設定寸法が 66.15mm（左

側のスプリング 66.83mm、右側のスプリング 65.47mm の平均値）の場合

のプランジャーの推力とばね力の関係を示す（図 2）。 

スプリングの設定寸法が事故発生時の平均値 66.15mm の場合、プラン

ジャーの位置が 2mm から 6mm の間で、プランジャー位置でのばね力は、

プランジャーの設計上の最低推力を上回っていた。 

 

ブッシュの位置に摺動痕 
摺動痕 

写真 4 ブレーキプランジャー 

（ブッシュの位置） 

写真 5 ブッシュ（ヨーク側） 

ブッシュ 
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図 1［参考］プランジャーの推力・ばね力とプランジャー位置の関係 
（中間報告書の図 5で示していたもの） 

プランジャー位置 

ブレーキ開放位置 初期設定位置 

初期設定位置の 
ブレーキ開放ストローク 

リミッターの位置 

(mm) 

ブレーキライニングの摩耗で移動する。 

プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
の
推
力
・
ば
ね
力 

コイル電流に

より変化する 

(N) 

(mm) 
プランジャー位置 

ブレーキライニングの摩耗で移動する。 初期設定位置の 
ブレーキ開放ストローク 

初期設定位置 ブレーキ開放位置 リミッターの位置 

図 2 プランジャーの推力・ばね力とプランジャー位置の関係 

(N) 

プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
の
推
力
・
ば
ね
力 

温度変化により、コイルの抵抗の変

化に伴いコイルの電流が変化するた

め、プランジャーの推力も変化する。 
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（2）プランジャーの摺動ロスについて 

＜追加で得られた情報からの分析＞ 

2.1.3 及び 2.1.4 より、プランジャーが傾いて摺動していた可能性が

あると考えられ、プランジャーとコイルの内周面及びブッシュの摺動ロ

スが増加し、プランジャーの推力に対する抵抗力が大きくなっていた可

能性があると考えられる。 

 

（3）ブレーキの引きずり発生のメカニズムについて 

＜中間報告書 3.1（3）に記載された分析＞ 

エレベーターの稼働率や気温の影響でソレノイドコイルが高温にな

った場合、ソレノイドコイルの抵抗が増加し、電流値が減少し、プラン

ジャーの推力がばね力を下回ったときに、ブレーキが開放されずにブレ

ーキの引きずりが発生すると考えられる。 

＜追加で得られた情報からの分析＞ 

中間報告書 3.1（3）に記載のとおり、プランジャーの推力が低下した

ことにより、プランジャーの推力がばね力を下回ったときに、ブレーキ

の引きずりが発生すると考えられる。これに加え、3.1（2）のとおりプ

ランジャーの推力に対する抵抗力が大きくなっていた可能性があり、ブ

レーキの引きずりが発生しやすい状況であった可能性が考えられる。 

なお、2.1.2 の実験においてはスプリングの設定寸法が左右平均

65.095mm より大きい状態でブレーキの引きずりが発生しなかったが、事

故発生時には、実験時と比較して、コイルの温度が高い、プランジャー

の摺動ロスが大きい、またはその両方の状態であった可能性が考えられ

る。 
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4 事故の要因 

 

中間報告書で指摘された事故の要因については、追加の情報により変更すべ

き点はないと考えられる。 

 

5 意見 

 

国土交通省は、中間報告書の意見を踏まえて実施中の対策を引き続き進める

こと。また、既存のエレベーターへの戸開走行保護装置の設置状況の実態把握を

継続して行い、その設置状況を勘案してさらなる設置の促進に取り組むこと。 


